
長野市長選挙ポ ス タ ー 掲示場  

製 作 ・ 設 置 ・ 保 守 管 理 ・ 撤 去 仕 様 書  

 

製 作 仕 様  

１  材質等   

選挙期間中ポス タ ーを 掲示する た め充分な 耐久性を 有する も ので 、 押し ピ ン ・ 貼付 

用テ ープ 等で 固定し やすく 、 取れにく い も ので 次のいずれかを 使用する 。  

① 再生パルプ 耐水ボード  高さ 91cm×幅227cm、 厚さ 3. 5mm以上 

② 「 ①」 と 同等以上の性能を 有し 環境に配慮し た も の 

※②の掲示板を 使用し よ う と する 場合は、 着工前ま で に 耐水性・ 耐熱性等や過去の

選挙ポス タ ー掲示板と し て の使用実績を 示す資料及び製品見本を 選挙管理委員会

に 提出する こ と 。  

２  裏面周囲  

裏面周囲に、 3. 0cm以上角材（ 古材可） の骨入れ、 又は四方に ア ルミ の枠を はめる 。

角材の場合は45. 0cm間隔に 、 1. 9cmス ク リ ュ ー釘打ち 。 ホ チ キス と め禁止 

３  区画数等 

ポ ス タ ー 掲示場の区画は２ 段 ８  区画と し 、 選挙名等の表示欄を 設け る こ と 。 区画

線は幅1. 0cm、 区画番号は10. 0cm角の算用数字で 、 黒色の油性塗料を 使用する こ と 。  

※  区画数は変更と な る 場合があ る ので 、 そ の場合は、 変更が判明し 次第、 選挙管

理委員会と 協議の上、 対応する こ と 。  

４  文字 

選挙名等の表示欄に 記入する 文字・ 字体に つい て は別途指示す る が、 黒色の油性塗

料を 使用する こ と 。  

５  そ の他 

製作は、 発注枚数のほか予備を 作成し 、 事故等の場合は、 た だ ち に 補完で き る よ う

に する こ と 。  

 

設 置 仕 様  

１  設置期間 

掲示場の設置開始は９ 月22日から と し 、 10月３ 日ま で に 設置完了する こ と 。 完了後

は、 直ち に 設置完了報告書（ 全設置場所の写真添付） を 選挙管理委員会へ提出のこ と 。  

な お 、 国会の情勢等に よ り 、 設置期間等が変更に な る 場合があ る ので 、 そ の際は選

挙管理委員会が別途指示を 行う 。  

２  設置箇所 

ポス タ ー掲示場の設置は ６ ０ ８  箇所と する 。  

設置箇所は選挙管理委員会が承諾を 得て 借用し た 場所で あ る 。 設置の際は、 既存の

建造物等に 汚損・ 破損のな い よ う 注意し 、 設置場所台帳の指示に 従い 、 地形等に 則し

掲示場本来の目的を 損な わな い よ う に する こ と 。  

 



３  方法 

上下各４ 箇所針金（ 12番） 止め、 又は、 引掛金具３ 個程度（ ブ ロ ッ ク 塀等）、 も し く

は野立看板式の角材足打込みと する 。 い ずれの方法に お い て も 、 強風雨等に 十分耐え

得る 堅固な も のと する 。  

 野立看板式の場合、 4. 5cm角材（ 古材可） 足打込みで 、 最低地上高( 掲示板下端から

地上部ま で の高さ ) 80cmと し 、 風雨等に よ り 倒損壊のな い よ う 注意する こ と 。 引掛金具

（ ブ ロ ッ ク 塀等） の場合も 、 最低地上高80cmと し 強度に 注意する こ と 。  

４  そ の他 

( 1)  設置の際は、 可能な 限り 所有者･占有者･管理者等に 設置の旨を 告げる こ と と し 、

そ の方法は選挙管理委員会の指示によ る 。   

( 2)  埋設物や工作物、 植込等を 損傷し た 場合は直ち に 修復する こ と 。  

( 3)  木の枝等に よ り 、 掲示場が隠れて し ま う 場合に は、 選挙管理委員会と 協議し 、 対

応する こ と 。  

( 4)  設置後に 、 ゴ ミ ･針金等を 残さ な い よ う に 注意する こ と 。  

( 5)  設置は、 全て 請負事業者が行う こ と 。  

 

保 守 管 理 仕 様  

１  保守管理   

設置後から 投票日ま で の期間は、 適正な 管理に つ と め、 ポ ス タ ー 掲示場が倒壊、 損

傷、 汚損し た り 、 掲示板に た わみやひび割れ等が生じ る な ど 異状が発生し た 場合は、

遅滞な く 請負事業者におい て 原形に復する こ と 。  

な お 、 ポ ス タ ー 掲示場の設置後に お い て 、 掲示場の移動が必要な 場合は、 選挙管理

委員会の指示する 場所に速やかに 移動する こ と 。  

※ 告示日以降に 掲示場を 修復する 場合は、 別途選挙管理委員会と 協議する こ と 。  

 

撤 去 仕 様  

１  撤去期間 

掲示場の撤去開始は投票日の翌日と し 、 遅く と も 選挙日後10日ま で に 完了さ せる こ

と 。 撤去完了後は、 直ち に 撤去完了報告書（ 全設置場所の撤去後の写真添付） を 選挙

管理委員会へ提出のこ と 。  

２  資材再利用  

撤去回収し た 掲示板を はじ めと する 資材は、 再利用につと める こ と 。  

３  そ の他 

( 1)  撤去の際は、 可能な 限り 所有者･占有者･管理者等に撤去の旨を 告げる こ と と し 、  

そ の方法は選挙管理委員会の指示によ る 。  

( 2)  埋設物や工作物、 植込等を 損傷し た 場合は直ち に 修復する こ と 。  

( 3)  撤去後に 、 ゴ ミ ・ 針金等を 残さ な い よ う に注意する こ と 。  

( 4)  撤去は、 全て 請負事業者が行う こ と 。  

( 5)  撤去に 伴い 工事廃棄物が発生し た 場合に は、 請負事業者に お い て 適正に 処分し 、

産業廃棄物管理票（ マ ニ フ ェ ス ト ） のＡ と Ｅ の写し を 選挙管理委員会へ提出す る こ

と 。  



 

特記事項 

（ 1） 受注者は、 業務の全部を 一括し て 、 又は仕様書に お い て 指定し た 主た る 部分を 第

三者に委任し 、 又は請け負わせて はな ら な い。  

（ 2） 仕様書に 主た る 部分の指定がな い 場合は、 お お むね契約金額の二分の一以上に 相

当する 業務を 第三者に委任し 、 又は請け 負わせて はな ら な い 。  

（ 3） 受注者は、 前２ 項の規定に 該当し な い 業務の一部を 第三者に 委任し 、 又は請け 負

わせよ う と する と き は、 あ ら かじ め、 発注者の承諾を 得な け ればな ら な い 。 た だ し 、

発注者が仕様書に お い て 指定し た 軽微な 部分を 委任し 、 又は請け 負わせよ う と する

と き は、 こ の限り で な い。  

 

● 長野市公契約等基本条例に 関する 事項 

・ 長 野市公契約等基本条例の内容に つ い て 、 労働者等へ周知す る と と も に 、

事務所（ 作業所） 等へポス タ ー を 掲示する こ と 。  

・ 業 務の一部を 下請負者等に 履行さ せる と き は、 長野市公契約等基本条例の

内容に つ い て 説明し 、 各々の対等な 立場に お け る 合意に 基づ い て 適正に 契

約を 締結す る こ と 。  

・ 長 野市公契約等労働環境報告書１ 部及び 業務体制図（ 「 長野市公契約等基

本条例の手引」 に 例示す る も の） ２ 部を 契約後速やかに 所管課へ提出す る

こ と 。 こ の場合、 業務の一部を 下請負者等に 履行さ せる と き は、 下請負者

等の労働環境報告書を 取り ま と めて 提出す る こ と 。  

 



ポスタ ー掲示場仕様図 
長野市長選挙 
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設置箇所数 
 
 

  長野市長選挙（ ８ 区画）  
１  設置場所  ６ ０ ８ 箇所     

 

２  設置方式    A 野立て（ 脚・ 支え必要）  ２ ４ ９ 箇所 

              （ 脚のみ）      １ ６ 箇所 

B 脚付き （ 引っ 掛け型）    ３ ０ 箇所 

              （ 縛り 付け型）   １ ６ ３ 箇所 

          C 脚無し （ 引っ 掛け型）    ３ ０ 箇所 

              （ 縛り 付け型）   １ ２ ０ 箇所 
 
                                                      計                      ６ ０ ８ 箇所 
 
 
 



設 置 方 式 

（ 区画数は８ です）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ  脚付き  

  １ （ ブロ ッ ク 等引掛け型）  

  ２ （ フ ェ ンス等縛り 付け型）  

Ｃ  脚なし  

  １ （ ブロ ッ ク 等引掛け型）  

  ２ （ フ ェ ンス等縛り 付け型）  

Ａ  野立て 

  １ （ 脚・ 支え必要）  

  ２ （ 脚のみ）  

○ ○ 選 挙 

ポ ス タ ー 

掲 示 場 
１  ３  

２  ４  

 

○ ○ 選 挙 

ポ ス タ ー 

掲 示 場 
１  ３  

２  ４  

 

○ ○ 選 挙 

ポ ス タ ー 

掲 示 場 
１  ３  

２  ４  

 



 

 
令和７ 年10月26日執行予定  

長野市長選挙 

 

ポスタ ー掲示場「 選挙名等表示欄」  

 

 
 
                                          
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

※  部分は赤字 

 

それ以外は黒色 

 

 
 
 
 
  

長野市長選挙 

 
ポスタ ー掲示場 

 

 10 月 26 日 
（ 日）  

投  票  日 

 

注  意 

1 . ポス タ ーは、 指定さ れた 番号

の区画に貼っ てく ださ い。  

2 . こ の掲示場は、 長野市長選挙候

補者以外の方は使用で き ま せ

ん。  

3 . 掲示場を こ わし た り 、 ポス タ

ーを やぶい た り する と 罰せら

れます。  
 

長野市選挙管理委員会 

№（    —    ）  

注 意 


